
 非住宅、住宅の各省エネ計算法の利用にあたっては、（国研）建築研究所と（一社）住宅性能表示・評価協会
のホームぺージでプログラムや専用の入力シートなどをご確認ください。

 非住宅では小規模版モデル建物法を廃止して、省エネ適判に対応したモデル建物法（小規模版）に改編し、
住宅では簡易計算、モデル住宅法及び共同住宅で利用できるフロア入力法を、2025年からの省エネ基
準適合義務化に伴い廃止します。

PointPoint

大規模
（2000㎡以上）

中規模
（300㎡以上2000㎡未満）

小規模
（300㎡未満）

非住宅

住宅

標準入力法：詳細な計算方法

標準計算：詳細な計算方法

簡易計算
：外皮性能計算において外皮面積

等を用いない簡易な計算法

モデル住宅法
：戸建住宅用の新たに開発された

手計算可能な簡易な計算法

モデル建物法：広く活用されている簡易モデルによる計算法

モデル建物法（小規模版）
：小規模非住宅用の簡易な計算法

フロア入力法
：共同住宅用の新たに開発された簡易モデルによる計算法

仕様基準

検索①

検索①

検索①

検索①

検索②

検索①

検索②検索①

検索①

計算支援ツールへは
検索①、検索②よりアクセス

建築研究所 技術情報検索①

住宅性能評価表示協会検索②

2025年4月
廃止予定

小規模版モデル建物法
：小規模非住宅用の簡易な計算法
※説明義務制度のみに対応して

おり、省エネ適判には利用不可
廃止・改編

省エネ基準適合性評価ルートの合理化 改正基準省令第１条、
R6.7.4助⾔第８

説明省略
します
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1 省エネ法の改正等について
２）３年目施行の全体像（概要）



 気候風土適応住宅については、これまで「当面の間」外皮基準の適用を除外としていたところ、基準省令を改正（2024年
6月28日公布）し、「恒久的に」適用を除外。

 令和元年国土交通省告示第786号を改正（2024年6月28日公布）し、気候風土適応住宅の要件として、「茅葺屋根」、
「面戸板現し」、「せがい造り」を追加。

 省エネ適判及び確認申請時に活用可能な気候風土適応住宅チェックリストのほか、「気候風土適応住宅の解説」（運用ガイ
ドライン）についても、改訂版を公開。

⾒直し 気候⾵⼟適応住宅 （参考）通常の住宅

仕様
ルート

外⽪基準 適⽤除外 仕様基準に適合すること

⼀次エネルギー基準 仕様基準に適合すること 仕様基準に適合すること

計算
ルート

外⽪基準 適⽤除外 性能基準に適合すること

⼀次エネルギー
基準

WEBプログラムによる確認 WEBプログラムによる確認

設計⼀次エネルギー消費量 標準の外⽪性能（既定値）+ 当該住宅の設備 当該住宅の外⽪性能 + 当該住宅の設備

基準⼀次エネルギー消費量 標準の外⽪性能 + 標準の設備 標準の外⽪性能 + 標準の設備

≦

○外⽪性能の⾒直し

○気候⾵⼟適応住宅の要件の⾒直し

気候風土適応住宅について

57

改正基準省令第１条、
R6.7.4助⾔第７

説明省略
します
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1 省エネ法の改正等について
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共同住宅の評価について

58

仕様基準 仕様基準 仕様基準

標準計算 標準計算 標準計算

標準計算 標準計算 標準計算

標準計算 標準計算
仕様・計算

併用法

● 住宅の評価方法概要

省エネ基準 仕様基準 仕様・計算併用法 標準計算

外皮性能
断熱材等の仕様で評価（簡易
的に評価可能） 外皮性能・一次エネルギー消費量

性能のどちらか一方を仕様基準
で評価し、もう一方を標準計算で
評価。

外皮平均熱貫流率及び冷房期の
日射熱取得率で評価（各部位の詳
細な計算が必要）

一次エネルギー消費量
性能

設備機器の仕様のみで評価
（Webプログラムを用いない）

年間の一次エネルギー消費量を
算出して評価（Webプログラムを
用いる）

〈共同住宅の評価方法（断面イメージ）〉

● 共同住宅の省エネ評価

外皮性能 ： 単位住戸ごとで省エネ基準に適合すること
一次エネルギー消費量性能 ： 単位住戸の設計一次エネルギー消費量の合計が

省エネ基準に適合すること
（共用部の評価は任意）

 共同住宅の外皮性能及び一次エネルギー消費量性能の評価にあたり、ひとつの住棟で複数の評価方法
（仕様基準、仕様・計算併用法、標準計算）を用いることができる。

 共同住宅を複数戸増改築する場合においては、新築同様に住戸ごとに評価方法を使い分けてもよい。た
だし、外皮性能の評価については仕様基準のみ（外皮性能を仕様基準、一次エネルギー消費量性能を標
準計算とする仕様・計算併用法はOK ）。

 共同住宅の共用部のみ増改築する場合については、新築同様に一次エネルギー消費量の評価は任意と
する。

PointPoint

R6.7.4助⾔第９

説明省略
します
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1 省エネ法の改正等について
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and TourismMinistry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

登録省エネ適判機関の業務範囲・
適合性適判員の要件の見直し

資料４

59

1 省エネ法の改正等について
２）３年目施行の全体像（概要）



審査体制の整備等について

審査体制の整備について

 施行日以後に省エネ適判を受けようとする
者等からの事前相談への対応や、

審査体制の整備に当たっては、可能な限り、
・適合性判定員の確保
・適合性判定補助員の確保
・社内研修等を通じた技術力向上

に努めていただくようお願いします。
60

 省エネ基準適合の全面義務化に伴う省エネ適判の事務が円滑に運用されるよう、実施体制の整備等に努
めていただくようお願いします。

 また、登録省エネ判定機関の適合性判定員の数に係る登録基準が見直され、床面積の合計が300㎡未満
の建築物の区分が追加されます。

 省エネ適判の業務範囲（例：建築物の用途や規模等※）は判定業務規程に定めることとされており、当該業
務規程を定める又は変更する場合は、業務開始前に、国土交通大臣に届け出る必要があります。

※ なお、業務範囲を建築物の特定の用途や規模等に限定する場合は、機関の登録又は登録の更新に当たり、その旨を記載した書類の提

出が必要となる

 省エネ基準適合の全面義務化に伴う申請・審査負担の軽減のため、省エネ適判手続きにおける電子申請
の導入を積極的に検討いただくようお願いします。

 完了検査については、リモート検査（検査者が完了検査を遠隔で実施すること）の導入も積極的に検討い
ただくようお願いします。

業務の範囲について

省エネ適判の業務範囲は判定業務規程に定めることと
されており、当該業務規程を定める又は変更する場合は、
業務開始前に、国土交通大臣に届け出る必要があります。

業務範囲を住宅用途に限定して省エネ適判の業務を行
う場合であっても、共用部を含めた住宅用途の省エネ適
判業務を行うことが可能です※。

※ ただし、住宅の共用部の一次エネ消費量の算出について知識を有する者
がいることが好ましい

Point

改正建築物省エネ法第38条、
R6.7.4助言第４～５、10

説明省略
します

1 省エネ法の改正等について
２）３年目施行の全体像（概要）
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省エネ適判員の要件の見直しについて①

○ 建築物省エネ法施⾏規則の改正により、省エネ適判員の要件を、適判対象となる建築物の範囲に応じ、以下表のとおり⾒直してい
ます。表のいずれの場合も、省エネ適判員として判定業務を開始するには、現状同様、省エネ適判機関による選任が必要です。

○ 当該改正に伴い、講習実施機関である（⼀財）住宅・建築SDGs推進センターが実施する省エネ適判員講習については、R５年
度までは１種類※（以下表の講習Ａ相当）でしたが、建築物の範囲に応じて、講習A〜Cの３種類に変更しています。

※R５年度実施分講習までは⾮住宅のみの内容であったが、R６年度実施分からは住宅を含む内容に拡充

＋

省エネ適判可能
な建築物の範囲

省エネ適判員講習の受講

必要 不要

●一級建築基準適判資格者検定（主事試験）に合格し
２年以上の実務経験のある者

●一級建築士
※「一級」性能評価員が含まれる

●建築設備士
●同等以上の知識・経験を有する者

●国土交通大臣が定める者

●「一級」性能評価員

●二級建築基準適判資格者検定（副主事試験）に合格し
２年以上の実務経験のある者

●二級建築士
※「二級」性能評価員が含まれる

●同等以上の知識・経験を有する者

●「二級」性能評価員

●木造建築士
※「木造」性能評価員が含まれる

●同等以上の知識・経験を有する者

●「木造」性能評価員

次頁

次頁

＋

次頁

次頁

＋

次頁

次頁

講習A

講習B

講習C

次頁

次頁

次頁 61

Point

改正建築物省エネ法第36条、
R6.7.4助言第５の２．
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２）３年目施行の全体像（概要）



一級建築士の業務範囲の建築物

二級建築士の業務範囲の建築物

その他の建築物

住宅

非住宅

＜建築物の範囲のイメージ＞

省エネ適判員の要件の見直しについて②

62

○ 建築物省エネ法施⾏規則の改正により、省エネ適判員の要件を、適判対象となる建築物の範囲に応じ、以下表のとおり⾒直してい
ます。表のいずれの場合も、省エネ適判員として判定業務を開始するには、現状同様、省エネ適判機関による選任が必要です。

○ 当該改正に伴い、講習実施機関である（⼀財）住宅・建築SDGs推進センターが実施する省エネ適判員講習については、R５年
度までは１種類※（以下表の講習Ａ相当）でしたが、建築物の範囲に応じて、講習A〜Cの３種類に変更しています。

※R５年度実施分講習までは⾮住宅のみの内容であったが、R６年度実施分からは住宅を含む内容に拡充

Point

改正建築物省エネ法第36条、
R6.7.4助言第５の２．
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３）脱炭素社会の実現に向けた
県有建築物ＺＥＢ化設計指針、
同 活用マニュアル［静岡県］

63

1 省エネ法の改正等について
３）ZEB化設計指針等（静岡県）について



３）ＺＥＢ化設計指針、ＺＥＢ化活用マニュアル（静岡県）

（１）「脱炭素社会の実現へ向けた県有建築物ＺＥＢ化設計指針」

静岡県交通基盤部建築管理局建築企画課・設備課

（2023年３月発行）(以下、「ＺＥＢ化設計指針」という。)

（２）「脱炭素社会の実現へ向けた県有建築物ＺＥＢ化設計指針

活用マニュアル」

静岡県交通基盤部建築管理局建築企画課・設備課

（以下、「ZEB化活用マニュアル」という。）

を引用しております。

64
このQRコードを読み込めば、
県のホームページ内の掲載場所が開きます。ン

1 省エネ法の改正等について
３）ZEB化設計指針等（静岡県）について



■2050年までに脱炭素社会の実現を目指す
・静岡県は、2021年２月に、2050年までに脱炭素社会の

実現を目指すことを表明し、2022年３月には、
「第４次静岡県地球温暖化対策実行計画」を取りまとめております。

■2030年度の目標を設定
・「第４次静岡県地球温暖化対策実行計画」では、2030年度

の温室効果ガス排出量について、国の目標である2013年
度比46％を上回る46.6%の削減を掲げ、さらなる高みを
目指すこととしています。

・県有建築物の省エネルギー化の取組を含む県庁の事務事業に
ついて、2030年度の温室効果ガス排出量2013年度比55％削減を
目標としています。

65

「ＺＥＢ化設計指針」 １ 指針策定の背景

1 省エネ法の改正等について
３）ZEB化設計指針等（静岡県）について



県有建築物の省エネルギー化に係る数値目標
• 原則として、全ての県有建築物を対象。（但し、県営住宅等の住宅建築

や適用除外となる建築物等は除く。）
• 新築

※１
する県有建築物は、原則としてZEB Ready

※２
以上

（BEI≦0.5）を達成する、こととしています。
• 本指針に基づく、県有建築物をZEB化するために採用すべき手法

（以下「ZEB化手法」という。）を全て採用してもなお
BEI＞0.5となる場合は、ZEB基準

※
（BEI≦0.6又は0.7）を

達成する。
※１ 建替を含みます。

※２ 指標はBEIを採用し、標準入力法による計算を前提とします。目標は省エネルギー対策のみで達成を目指す数値とします。

※3 ZEB基準

・事務所、学校、工場等：ＢＥＩ≦０．６

・上記以外 ：ＢＥＩ≦０．７

66

「ZEB化設計指針」４ 県有建築物の省エネルギー化に係る数値目標

1 省エネ法の改正等について
３）ZEB化設計指針等（静岡県）について



ＺＥＢ化手法

67

「ZEB化設計指針」５ ZEB化手法

1 省エネ法の改正等について
３）ZEB化設計指針等（静岡県）について



「ZEB化活用マニュアル」について

• １章 活用マニュアルの概要

⇒県有建築物の新築を対象とし、

「脱炭素社会の実現へ向けた県有建築物ZEB化設計指針」

で整理したZEB化のための手法について、

設計時のポイントや配慮事項等を示すことにより、

効率的にZEB Ready以上（BEI≦0.5）を達成することを

目的とされております。

68

1 省エネ法の改正等について
３）ZEB化設計指針等（静岡県）について



69

「ZEB化活用マニュアル」 ２章 3 ZEB化手法一覧

1 省エネ法の改正等について
３）ZEB化設計指針等（静岡県）について



70

「ZEB化活用マニュアル」 ２章 3 ZEB化手法一覧 （1/2）

1 省エネ法の改正等について
３）ZEB化設計指針等（静岡県）について



71

「ZEB化活用マニュアル」 ２章 3 ZEB化手法一覧（2/2）

1 省エネ法の改正等について
３）ZEB化設計指針等（静岡県）について



72

「ZEB化活用マニュアル」 ２章 3 ZEB化手法一覧 【設備の高効率化と制御】

1 省エネ法の改正等について
３）静岡県の取り組みについて
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「ZEB化活用マニュアル」 ２章 ４ 省エネ・創エネ効果とコスト

1 省エネ法の改正等について
３）ZEB化設計指針等（静岡県）について


